
 

千葉市では、介護保険法に基づき、令和７年９月２２日に指定居宅介護支援事業所に立ち

入り検査を行ったところ、不正行為があったため、当該事業所について、令和８年２月２５

日（水）に指定の全部の効力を停止する処分を行いましたので、お知らせします。 

 

１ 事業者の名称・所在地  

（１）名称 

株式会社コミュ― 代表取締役 望月 由加里 

（２）所在地 

稲毛区園生町８８３－７－４０５ 

 

２ 対象事業所の名称・所在地  

（１）名称 

稲毛介護ネット（平成２１年５月１日指定） 

（２）事業種別 

居宅介護支援事業 

（３）所在地 

稲毛区園生町８８３－７－４０５ 

 

３ 処分日 

  令和８年２月２５日（水） 

 

４ 処分内容 

指定の効力の全部停止（３カ月間のサービス提供および介護報酬請求の停止） 

※指定の全部の効力を停止する起算日は令和８年４月１日 

 

５ 処分理由 

令和６年４月から令和７年８月までの居宅サービス計画費の請求について、毎月のモニ

タリング結果の記録がないことから、運営基準減算に該当する運営基準違反があったため、

居宅介護サービス計画費を減額して請求すべきところ、そのことを認識していたにもかか

わらず、所定の減算を行わずに不正に請求し、受領した。また、運営基準減算に該当する

場合は初回加算を算定できないことを認識していたにもかかわらず、初回加算を不正に請

求し、受領した。（介護保険法第８４条第１項第６号） 

 

６ 不正受領額および返還請求額  

  ①不正受領額  ６，２７９，０５９円  

  ②加算金    ２，５１１，６１４円（①の４０％相当額）  

  ③返還請求額計 ８，７９０，６７３円（①＋②）  

 ※加算金は、利用者ごとに個別で計算して合計を算出している。  

 

 

令和８年２月２６日 
保健福祉局高齢障害部 
介護保険事業課 
電話 ２４５－５２５４ 
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